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①スポーツ基本法（2011）
　1961 年に制定された「スポーツ振興法」か
ら、半世紀の時を経て、2011 年に「スポーツ基
本法」が定められた。この法ではスポーツの意
義、効果等について定めると共に、国家戦略と
してスポーツ施策を推進することを明記してい
る。特に、「スポーツは世界共通の人類の文化」

「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこと
は、全ての人々の権利」というスポーツ権の確
立は、大きな意味をもつ。さらに、スポーツの
多面的な役割（青少年の健全育成、 地域社会の
再生、社会・経済の活力創造、 国際的地位向上）
についても明確化され、障害者スポーツやプロ
スポーツについても触れられている点や、地域
で活動するスポーツ推進委員への期待など、地
域スポーツ振興および総合型クラブにも多大な
影響力を持つことは言うまでもない。
②スポーツ基本計画（2012、2017、2022）
　「スポーツ基本計画」は、スポーツ基本法に
基づき、スポーツに関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るための計画を定めたもので、
スポーツ立国戦略（2010）が柱となっている。
2012 年に策定された基本計画では、「年齢や性
別、障害等を問わず、広く人々が関心、適性等
に応じてスポーツに参画することができる環境
を整備すること」が基本方針として掲げられ、
2015 年にはスポーツ庁が創設された。

　2017 年には「第 2 期スポーツ基本計画」が示
され、中長期的な基本方針として、1. スポーツ
で「人生」が変わる 2. スポーツで「社会」を変
える 3. スポーツで「世界」と繋がる 4. スポーツ
で「未来」を創る、が掲げられた。第 2 期計画
期間中の新型コロナウイルス感染症の影響や東
京オリンピック・パラリンピック競技大会のレ
ガシーの継承・発展は、地域スポーツ振興にも
影響を与えた。こうした出来事を通じて、改め
て確認された「楽しさ」「喜び」「自発性」に基
づき行われる本質的な『スポーツそのものが有
する価値』やスポーツを通じた地域活性化、健
康増進による健康長寿社会の実現、経済発展や
国際理解の促進など『スポーツが社会活性化な
どに寄与する価値』などを更に高めるべく、第
3 期計画の施策へと踏襲された。
　「第 3 期スポーツ基本計画」では、第 2 期計
画の中長期的な基本方針に加え、スポーツの価
値を高めるために「する」「みる」「ささえる」
に新たに、1. スポーツを「つくる／はぐくむ」、2. ス
ポーツで「あつまり、ともに、つながる」、3. スポー
ツに「誰もがアクセスできる」という 3 つの視
点と 12 の施策を打ち出した。そのどれもが地域
スポーツ振興および総合型クラブとも接点をも
ち、推進をしていく上でのマネジメント人材の
必要性はこれまで以上に増している。

基礎Ⅰ　　　1. 地域スポーツクラブとは

2）スポーツ基本法とスポーツ基本計画

スポーツ基本法とスポーツ基本計画
スポーツ基本法（2011）…前文：スポーツの意義、効果等について定めると共に、スポーツ立国を目指し、
国家戦略としてスポーツ施策を推進することを明記する。⇒世界共通の人類の文化・スポーツ権の確立

1. 多様な主体におけるスポーツの機会創出：地域や学校における子供・若者のスポーツ
機会の充実と体力向上、運動部活動改革の推進など
2.スポーツ界におけるDXの推進：先進技術を活用したスポーツ実施のあり方の拡大など
3.国際競技力の向上：中長期の強化戦略に基づく競技力向上支援システムの確立など
4.スポーツの国際交流・協力：国際スポーツ界への意思決定への参画支援など
5.スポーツによる健康増進：健康増進に資するスポーツに関する研究の充実など
6.スポーツの成長産業化：スタジアム・アリーナ整備の着実な推進など
7. スポーツによる地方創生、まちづくり：武道やアウトドアスポーツ等のスポーツツーリズム
の更なる推進など

■第2期計画の中長期的な基本方針を踏襲しつつ、スポーツの価値を高めるために「する」「みる」「ささえる」に新たに「3つの視点」が必要
1.スポーツを「つくる/はぐくむ」　　2.スポーツで「あつまり、ともに、つながる」　　3.スポーツに「誰もがアクセスできる」

・人口減少、高齢化の進行
・DXなどの急速な技術革新
・持続可能な社会や共生社会への移行

■中長期的な基本方針
1.スポーツで「人生」が変わる　　2.スポーツで「社会」を変える　　3.スポーツで「世界」と繋がる　　4.スポーツで「未来」を創る

■基本方針：年齢や性別・障がいを問わず、広く多くの人々が関心・適性に応じてスポーツに参画することができる環境を整備する

・地域間格差の広がり
・ライフスタイルの変化

『スポーツそのものが有する価値』
『スポーツが社会活性化などに寄与する価値』

8.スポーツを通じた共生社会の実現：障害者や女性のスポーツの実施環境の整備など
9. スポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化：ガバナンス・コンプライアンスに関する
研修等の実施など

10. スポーツ推進のためのハード、ソフト、人材：民間・大学も含めた地域スポーツ施設の
有効活用の促進など

11. スポーツを実施する者の安全・安心の確保：暴力や不適切な指導等の根絶に向けた
指導者養成・研修の実施など

12.スポーツ・インテグリティの確保：スポーツ団体へのガバナンスコードの普及促進

第3期スポーツ基本計画（2022）

▶社会状況の変化　▶新型コロナウイルス感染症　▶東京オリ・パラ大会

2022年度～2026年度の5年間の計画

2017年度～2021年度の5年間の計画

2012年度～2016年度の5年間の計画

第2期スポーツ基本計画（2017）

第1期スポーツ基本計画（2012）

（松永、2022を修正）

〔第2期計画期間中の総括〕
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